
ちはら台南５丁目自治会規則新旧対照表 

新 旧 備考 

(総会) 

第７条① 総会は、自治会の最高議決機関であり、定例総会は、

毎年３月に開催する。 

 

(役員会) 

第１０条① 役員会は、必要に応じて開催し、会⾧が召集する。 

 

③ 役員会には、役員のほか班⾧も参加できるものとする。 

 

(役員) 

第１１条 自治会に、役員として、会⾧、副会⾧、理事（うち１

人を会計担当とする）、監事を置く。 

 

(役員の任務) 

第１２条④ 会計担当理事は、第３項に定めるもののほか自治

会の会計を掌理する。その他の理事の任務については、細則で

定める。 

 

(地区内のブロック及び班) 

第１３条① 地区内を当該各号に掲げる番地の区域で分割し、

各ブロックが同規模となるようにする。 

 

一 A ブロック ５番地から１１番地及び１４番地  

二 B ブロック １５番地から２０番地 

(総会) 

第７条① 総会は、自治会の最高議決機関であり、定例総会は、

毎年３月に開催するのを常例とする。 

 

(役員会) 

第１０条① 役員会は、毎月特定の曜日に開催し、会⾧が召集す

る。 

（③加筆） 

 

(役員) 

第１１条 自治会に、役員として、会⾧１人、副会⾧３人以内、

理事５人（うち１人を会計担当とする）以内、監事１人を置く。 

 

(役員の任務) 

第１２条④ 会計担当理事は、第３項に定めるもののほか自治会

の会計を掌理する。 

 

 

(役員選出のブロック) 

第１３条① 役員を選出する場合に特定の区域にかたよって選出

されないよう、ちはら台南 5 丁目を次のブロックに分割し、

そのブロックは当該各号に掲げる番地の区域とする。 

一 A ブロック 5 番地から 11 番地  

二 B ブロック 15 番地から 20 番地 

（削除） 

表現の簡素化 

 

 

（削除・加筆） 

役員の負担軽減及び班⾧への情

報伝達・意見収集の機会確保 

 

 

（削除） 

役員を兼務可能とするため人数

表記の削除 

 

（加筆） 

理事任務の明記 

 

 

 

（削除・加筆） 

ブロック分け・班分けは人数を

基準として行う。 

現状のブロック分けの番地訂正 

 

 



新 旧 備考 

三 C ブロック １２番地及び１３番地 ２１番地から２９

番地 

② 各ブロックは区域内に班を設けることができ、自治会会員

は居住地に応じた班に所属する。 

 

(班⾧候補者の選出) 

第１３条の２① 各ブロックは、各班から次期班⾧候補者を選

出する。 

② 次期班⾧候補者の選出は、原則として輪番制によるものす

る。 

③ 次期班⾧候補者が役員になるときは、その次順位者から班

⾧候補者を選出する。 

④ 各班は別の班に所属する者を班⾧候補者とすることが出来

る。 

 

(役員候補者の選出) 

第１３条の３① 各ブロックは、次期班⾧候補者、立候補者及

び推薦者の中から次期役員候補者を選出する。 

 

② 各ブロックの次期役員候補者は、協議して各々のブロック

の次期の三役(会⾧、会計担当理事及び監事をいう)候補者、副

会⾧候補者及び理事候補者を決める。 

 

③ 三役候補者３名は、協議して会⾧候補者、会計担当理事候

補者及び監事候補者を決める。 

 

三 C ブロック 12 番地及び 13 番地 21 番地から 23 番地及

び 29 番地 

（②追記） 

 

 

（第１３条の２新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(役員候補者の選出) 

第１３条の 2① 各ブロックは、次期班⾧候補者から次期役員候

補者３名を選出しなければならない。但し立候補者及び推薦者

が有る場合はその者を選出することが出来る。 

② 各ブロックの次期役員候補者３名は、協議して各々のブロッ

クの次期の役職である三役(会⾧、会計担当理事及び監事をい

う)候補者、副会⾧候補者及び理事候補者を決めなければなら

ない。 

③ 三役候補者 3 名は、協議して会⾧候補者、会計担当理事候

補者及び監事候補者を決めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（加筆） 

役員候補者選出の前に、班⾧候

補者選出の必要があるため 

 

 

 

 

 

 

 

（削除・加筆） 

会員の自主性を尊重した役員・

班⾧の選出方法とする 

 

 

 

 

 

 

 

 



新 旧 備考 

④ 次期の役員候補者及び班⾧候補者は、総会の開催までに選

出しておくこととする。 

 

（役員の任命) 

第１３条の４① 会⾧及び監事は、… 

 

（役員の任期） 

第１４条① 役員の任期は、総会から次期総会までの期間とす

る。 

（②全文削除、項繰上げ） 

 

② 役員は、再選されることができる。 

 

(班⾧の届出及び任期) 

第１５条① 副会⾧は選出された班⾧を役員会に届け出る。 

 

② 班⾧の任期は、総会から次期総会までの期間とする。 

 

(行事委員の選出) 

第１６条 自治会は、必要に応じ行事委員を募集し、選出するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

④ 第 1 項から前項までの行為は、毎年 3 月初旬までに終わら

せることを恒とする。 

 

（役員の任命) 

第１３条の 3① 会⾧及び監事は、… 

 

（役員の任期） 

第１４条① 役員の任期は、１年間とする。 

 

② 任期が経過しても役員が任命されないときは、新たに役員が

任命されるまで引き続きその職務を行う。 

③ 役員は、再選されることができる。 

 

 (班⾧及び行事委員の選出及び任期) 

第１５条① 班⾧及び行事委員は、各班から各々１人選出し、副

会⾧を通して役員会に届け出るものとする。 

② 任期は、総会から次期総会までの期間とする。 

 

(班⾧及び行事委員の選出) 

第１６条 ① 班⾧及び行事委員の選出は、輪番制とし１人が

各々１年ずつ２年間にわたって行うものとする。 

② 班⾧になるべき者が、役員になるときは、その者をとばして

次の者が班⾧になるものとする。 

③ 班⾧及び行事委員の選出については、細則で定める。 

 

 

 

 

 

（項番号訂正） 

 

 

（削除・加筆） 

役員の任期の明確化及び負担

軽減 

 

 

 

 

（削除・加筆） 

表現の簡素化 

 

 

 

（削除・加筆） 

班⾧の選出については第１３

条の２を新設 

班⾧の負担軽減のため 
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(班⾧及び行事委員の任務) 

第１７条① 班⾧は、班における会費等の集金、書類等の配布

及び行事等の出欠席等の取りまとめを行う。また、班員の要

望・意見等の収集に努め、必要に応じて副会⾧または役員会

へ上申する。 

② 行事委員は、行事担当理事とともに各種行事を実施する。 

 

(帳簿の整備) 

第２４条③ 帳簿は保存期間を３年とする。 
 

(班⾧及び行事委員の任務) 

第１７条① 班⾧は、班における会費等の集金、書類等の配布及

び行事等の出欠席等の取り纏めを行う。 

 

 

② 行事委員は、行事担当役員とともに各種行事を実施する。 

 

 

（第２４条③新設） 

 

（削除・加筆） 

班⾧の任務の整理 

 

 

 

 

 

（加筆） 

帳簿の保存期間について定め

た 

 


